
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
当協議会で２月２４日に予定していた第１６回協議会は、新型コロナウイルスの感染拡大の

状況を鑑み、書面開催とさせていただき、これまでの検討結果を取りまとめて作成した「令和

３年度ルール案」について、協議会会員が確認し、アンケート方式で採決をとりました。 

第 16 回協議会の検討結果は、次ページの表をご覧ください。 

●第 16 回まちづくり協議会（書面開催）の概要 

資料配付日：令和 4 年 2 月 22 日（火） 

配付対象者：協議会員 11 名 

内 容：令和３年度まちづくりルール（案）について 

回 答 方 法：記名式のアンケートによる 

期 間：令和４年２月２２日（火）～３月４日（金） 

令和３年度の活動について
 

今年度の戸田公園駅西口駅前地区まちづくり協議会

では、地区の将来像やまちづくりの基本方針等を定めた

「戸田公園駅西口駅前地区まちづくり構想」に基づき、

まちづくりルールの検討を進めてきました。 

まちづくり構想については、 

ホームページでご確認いただけます。 

QR コード 

戸田公園駅西口駅前地区 まちづくり構想 

27227
フリーテキスト
で検索



下表のとおり、右側部分の着色箇所が今回の議事内容（令和３年度ルール案）となっており、赤で囲まれた箇所が検討結果となっています。 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

「原案の作成・説明会」 

 

・協議会案を市に提出します。 

 

 

 

・市は協議会案と市の計画等との 

 整理・調整を行います。 

 その後、原案を作成します。 

 

 

実現方策
該当番号 地区計画のルール 協議会案（書面開催結果反映後） 

①・②・⑩ 用途地域の変更 駅前としての発展の可能性を活かすため、「第１種住居地
域」から「商業地域」へ用途地域を変更する。 

①・②・⑩ 防火地域への変更 用途地域を商業地域に変更することに伴い、現在の「準防
火地域」から「防火地域」へ変更する。 

③ 建築物の用途の制限 
全ての性風俗営業（ソープランド、ストリップ劇場、ラブホ
テルなど）と風俗営業（スナック、キャバレー、パチンコ店
など）を建築されないようにする。 
風俗営業のうち、麻雀、ゲームセンターは制限しない。 

②・⑩ 建築物の用途の限定 駅前交通広場及び都市計画道路に面する部分は、建築物の
１階部分を商業・業務系の用途に限定する。 

⑦・⑩ 壁面位置の制限 ルール化しない ⑦・⑩ 工作物の設置の制限 
①・②・⑩ 建物の高さの制限 ルール化しない 

①・② 敷地面積の最低限度 敷地面積の最低限度は 100 ㎡とする。 
⑩ 建築物の色彩・意匠 ルール化しない 
⑨ 緑化 ルール化しない 

⑥・⑨ 垣又はさくの制限 
道路に面して設置する垣又はさくの構造は生垣やフェンス
とする。 
フェンス等の基礎にブロックを設ける場合は地面からの高
さを 60ｃｍ以下とする。 

 

第 16 回協議会の結果を踏まえ、当地区のまちづくりルールに関する協議会案を以下のとお

りとします。なお、黄色の着色箇所は第 16 回協議会の内容、青色の着色箇所は、令和 2 年度

のアンケート調査及び第 15 回協議会を踏まえ、決定している事項になります。 

 

まちづくりルールに関する協議会案をもとに、市の計画等と整理・調整を行い、下図のと

おり都市計画決定に向けた準備を、来年度より進めていきます。 
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